環境の保全に関する確約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　

　富津市長　　高　橋　恭　市　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　

　今般、富津市に工場を建設し、　　　　　　　　　　を目的として操業するにあたり、公害の発生を未然に防止し、地域住民の健康と生活環境の保全を図るため、最大限の努力をすると共に、下記の事項については万全の措置をもって、これを遵守することを確約します。

記

１　操業開始前に、本事業に関する環境保全対策書を提出し承認を受けると共に、その内容を確実に履行します。

　　また、環境関係法令による届出や報告等のあった場合は、その写しを提出します。

２　この確約書の提出後において、計画以外の施設の新設、増設、又は変更しようとするときは、事前に市と協議のうえ承認を受けます。

３　建設及び本事業に関する環境保全対策書の内容の履行を確認するうえで、市が必要に応じて行う報告の要求、及び必要な限度において実施する事業所内への立入調査に応じます。

　　なお、これらにより市の行政指導等があった場合は、速やかに対処し、問題の解決を図ります。

４　市から環境の保全に関する協定の締結の要請があった場合は、市と協議のうえ協定締結が妥当であると判断された時には、協定締結に応じます。　

